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・高極性農薬は適用範囲が広く流通量が多い

・当所の従来の検査法では測定できない高極性農薬がある

・高極性農薬の通知法は個別分析法が多い

・高極性農薬の通知法は作業工程が多く発がん性のある溶媒を使用するものもある

簡便な一斉分析法の開発

県内流通農産物の残留農薬買い上げ調査を実施

多成分（代謝物を含む４農薬８剤）を測定できる簡便な一斉分析法の開発

（EURLのQuPPe法の応用）

分析法の妥当性評価を５種類の農産物（いちご、きゅうり、こまつな、トマト、ほうれんそう）で行う

県内流通農産物を買い上げ、妥当性の確認された農産物、農薬について残留調査を行う

一斉分析法の開発と妥当性評価

→内部標準用安定同位体の入手に時間を要するなど課題は残るものの、5農産物について2～3

農薬の妥当性が得られ、高極性農薬の一斉分析法として有用であることを確認した

県内流通農産物の残留農薬買い上げ調査

→いちご、きゅうり、こまつな、トマト、ほうれんそう各10検体計50検体について調査

→基準を超えて農薬を検出した農産物は無かった

妥当性評価の結果

残留農薬調査結果


